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○運動競技会に対する協力（第100条の3）
○国賓等の輸送（第100条の5）

○防衛出動（第76条）
○国民保護等派遣（第77条の4）
○治安出動（第78条、第81条）
○自衛隊の施設等の警護出動（第81条の2）
○海上における警備行動（第82条）
〇海賊対処行動（第82条の2）
○弾道ミサイル等に対する破壊措置（第82条の3）
○災害派遣 （第83条）、地震防災派遣（第83条の2）
○原子力災害派遣（第83条の3）
○領空侵犯に対する措置（第84条）
○在外邦人等の保護措置、輸送（第84条の3､第84条の4）
○国際緊急援助活動、国際平和協力業務等（第84条の5）

弾道ミサイル等に対する破壊措置

○我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛
○必要に応じ、公共の秩序維持等
○航空自衛隊は主として空において行動

自衛隊法 第３条【自衛隊の任務】抜粋

自衛隊法 第６章【自衛隊の行動】抜粋

自衛隊法 第８章【雑則】抜粋

災害派遣

在外邦人等の輸送、国際緊急援助活動

対領空侵犯措置

22

航空自衛隊の任務と行動

Ⅰ 航空自衛隊の任務と行動



Ⅱ 航空自衛隊の即応態勢（１／２）

任務対応等のためにすみやかに登庁させることを目的として、航空総隊、航空支援集団等において
官署から１時間以内の場所に居住することを基本としている。

任務対応等の参集

３

【年度緊急発進回数の推移】 １９５８年以降



Ⅱ 航空自衛隊の即応態勢（２／２）
【災害派遣等】
急患空輸も含まれる。

【在外邦人等輸送】
２００４年から行っており、これまでに８件
うち２０２１年以降で４件
２０２２年に「原則政府専用機の使用」を撤廃

２０２３年 在スーダン共和国邦人等の輸送 ２０２３年 在イスラエル国邦人等の輸送 4



Ⅲ 母基地を離れた任務・訓練（１／３）

弾道ミサイル等に対する破壊措置及び在外邦人等の輸送等において派遣される。また、領空侵犯に
対する措置においても部隊を派遣することがある。

任務による派遣

【弾道ミサイル等に対する破壊措置による派遣先】
２０２３年４月から派遣が継続中

宮古島
石垣島

与那国島
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海賊対処行動に係る航空輸送

最近の運航：2024年7月
航空機 ：C-130H×1機

オーストラリア国際緊急援助活
動に係る航空輸送

運航時期：2020年1月～2月
航空機 ：C-130H×2機

アンバレー ファアモツ

リッチモンド

トンガ国際緊急援助活動等に係る航空
輸送

運航時期：2022年1月～2月
航空機 ：C-130H×2機、C-2×１機

ジブチ

カブール

ルーマニア

トルコにおける国際緊急援助活動等

運航時期：2023年2月～3月
航空機 ：B-777×1機、KC-767×1機

在スーダン共和国邦人等の輸送

運航時期：2023年4月
航空機 ：C-130H×2機、C-2×2機

KC-767×1機

ポートスーダン

※活動の実績は過去５年分を掲載

インジルリク（トルコ）

ジュバ

ポーランド

南スーダン国際平和協力業務の実施に
伴う航空輸送

運航時期：2022年1月～2月
航空機 ：C-130H×2機、C-2×１機

イスラエル

レバノン

ウクライナ被災民救援国際平和協力業務

運航時期：2022年5月～6月
航空機 ：C-2（６便）、KC-767（2便）

在アフガニスタン邦人等の輸送

運航時期：2021年8月
航空機 ：C-130H×2機、C-2×1機、B-777×1機

在イスラエル国邦人等の輸送

運航時期：2023年10月、11月
航空機 ：C-2×2機 KC-767×1機

在レバノン共和国邦人等の輸送

運航時期：2024年11月
航空機 ：C-2×2機 KC-767×1機

ミャンマー国際緊急援助活動に
係る航空輸送

運航時期：2025年4月
航空機 ：C-130H×1機

Ⅲ 母基地を離れた任務・訓練（２／３）

在外邦人等の輸送、国際緊急援助業務及び国際平和協力業務の実績

任務による派遣
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Ⅲ 母基地を離れた任務・訓練（３／３）

海外における訓練に派遣される。また、国内においても基地から離れた場所に派遣される。

訓練による派遣

ピッチ・ブラック レッド・フラッグ・アラスカコープ・ノース

【海外における主な共同訓練】

豪州 米国領グアム 米国

【海外における主な訓練】

ペトリオット実射訓練

国外運航訓練

米国

１９９９年から参加
参加規模 ２０２２年 約３８０名

２０２３年 約５００名
２０２４年 約５００名

２０２２年から参加
参加規模 ２０２２年 約１５０名

２０２４年 約２３０名

１９９６年から参加
参加規模 ２０１８年 約２９０名

２０１９年 約２８０名
２０２３年 約２６０名

諸外国

【国内における主な訓練】
２０２３年から演習等に合わせて実施
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Ⅳ 航空自衛官の全国異動（１／３）

・航空自衛官は、毎年度、約4,000名以上が300km以上の距離の異動（全国転勤）を行っている。
※上記のほか、60km以上から300km未満の異動（ブロック内の異動）は約800名程度

・航空自衛官の広域異動手当（300km以上）の対象者は、毎年度約13,000名（航空自衛官の約３割）。

広域異動の人数
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Ⅳ 航空自衛官の全国異動（２／３）

他基地

マザーベース

マザーベース復帰

他基地へ赴任

勤務の中心となる基地（マザーベース）での勤務とマザーベース以外の基地（他基地）への赴任に
よるローテーションを原則として、勤務地公平化を図る。

基地別に勤務可能年数を設定

勤務地管理要領のイメージ

准曹士の勤務地管理

ブロック管理ではなく全国転勤

※幹部自衛官は、マザーベースの設定
はなく、全国転勤。

Ｆ－１５Ｊ整備員の例
（出身地：埼玉県入間市）

番号 基地 年齢 ライフイベント 期間

小松 １９～２６
入隊（防府）
→部隊配置

７年
①

千歳 ２７～３４ 結婚、出産 ７年②
那覇 ３５～４０ 単身赴任 ５年③
千歳 ４１～４８ 単身解消 ７年④
三沢 ４９～５４ 単身赴任 ５年⑤

千歳 ５５～５６ 定年 ２年

准曹士の異動の例
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Ⅳ 航空自衛官の全国異動（３／３）

令和６年７月１６日の北大東島住民説明会資料から引用

北大東島には、新たに３０名程度の部隊を常駐させる予定であり、北大東島に勤務する航空自衛
隊の隊員は、全国の隊員を対象として人事異動により赴任させる。

北大東島への部隊配備
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参考資料



領空侵犯に対する措置 （隊法84条） 参考資料（１／４）

①探知･識別及び発進指令①探知･識別及び発進指令

②緊急発進②緊急発進③状況の確認③状況の確認

④行動の監視④行動の監視
⑤通告⑤通告

⑧強制着陸又は
領空外退去

⑧強制着陸又は
領空外退去⑥領空侵犯

の場合

早期警戒管制機等

（発見）

領空外← →領空内
警戒管制レーダー

防空指令所

航空団

⑦警告、誘導⑦警告、誘導

（機種等の確認）



１２月６日のレーダー照射事案について 参考資料（２／４）



静止軌道
高度約36,000km

低軌道
～高度1,000km

米軍関連
システム

光学望遠鏡レーダー

米 軍

通信衛星等

スペースデブリ等

宇宙設置型光学望遠鏡

SDA衛星
（自衛隊）

光学望遠鏡レーダー

衛星運用者

運用システム情報共有 情報共有

情報共有

防府北基地
レーダ地区

ＪＡＸＡの
関連システム

レーダーレーザー
測距

レーザー測距装置

米軍やJAXAと情報共有し、
我が国のセンサー情報を集約

自衛隊

運用システム

センサーシステム 衛星妨害状況把握装置

衛星妨害
状況把握装置

ＪＡＸＡ

（運用中）

宇宙領域における空自の態勢整備

※ SSA（Space Situational Awareness）：宇宙状況把握

参考資料（３／４）



〇 2020(令和2)年5月

宇宙作戦隊の新編

〇 2021(令和3)年3月
空幕防衛部事業計画2課
宇宙領域班の新編

〇 2022(令和4)年3月

宇宙作戦群の新編

【平成31年度以降に係る防衛計画の大綱】
航空自衛隊において宇宙領域専門部隊を保持

〇 2023(令和5)年3月

宇宙作戦群の改編
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【防衛力整備計画（令和4年12月16日）】
■将官を指揮官とする宇宙領域専門部隊を新編
■航空自衛隊を航空宇宙自衛隊へ
■民生技術の取り込みを図りながら、早期装備化を実現

宇宙領域専門部隊等の態勢整備

〇 2024(令和6)年3月

宇宙作戦群の改編

令和6年度末で約310名体制

宇宙作戦群

宇宙作戦群本部

宇宙作戦指揮所運用隊

第１宇宙作戦隊

第１宇宙システム管理隊
第２宇宙作戦隊

第２宇宙システム管理隊

防衛大臣

参考資料（４／４）


